
 

 

 

 

 

 
 
 
 

三重県社保協も加わる、「１０・３０地域医療を

守るシンポジウムと講演のつどい」実行委員会は２

５日、プレ企画として、京都医労連の塩見正氏を招

いて、病床削減の問題点を学習しました。 

国の「地域医療構想」ガイドラインにもとづいた

試算では、２０１５年現在の三重県の病床数１万６

４７５床が、１０年後には１万３５８４床へと、約

２９００床も減ることになってしまいます。 

７５歳以上の高齢者は、２４万９千人か

ら、３１万４千人へと６万５千人も増えま

す。それでも病院のベッドを減らせる計算

が成り立つのは、医療点数の低い患者が、

在宅で治療を受けることを想定するため。 

しかし、在宅を受け入れる開業医、診療

所は少なく、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝがない地域・

町もあります。受け皿となる介護「地域包

括ケア」も整備途中です。 

 

塩見氏は、「このよう

な状態で、ベッドが減ら

され病院から追い出さ

れたら、誰が患者を診る

のか。 

厚労省は、在宅に 7

割も移行することを前

提に、病床削減を言うが、

その根拠がまったく示

されていない」と厳しく

指摘しました。 



塩見氏は続いて、レセプトデータだけで推計している厚労省の試算の問題を指摘。「例えば、

『心筋梗塞で亡くなった高齢者』など、死亡すればデータに反映されない。お金がなくて、受

診を控えている国民も多数いる」と述べ、国民全体医療ニーズを反映していない問題を指摘。 

さらに、「医師不足・看護師不足のなかで医療機関が少ない地域では、医者にかかりたくて

もかかれないが、地域間格差をそのまま継続する病床数となります。医療過疎の地域の住民は

さらに厳しい状況に置かれる」問題を指摘しました。 

 

（塩見氏の資料から） 

他の推計では、厚労省の病床削減がそのまますすめば、現在の病床数(10 万人あたり 905

床)全国 35 位が、2025 年には、高度急性期（同 90 床）全国 40 位、急性期（同 264 床）

全国 44 位にまで減ることになり、救急医療体制もさらに悪化する恐れがあります。 

最後に、塩見氏は、本来の医療ニーズを把握しないまま、「削減された病床数」で、将来の

医師数、看護師数が推計されると、医師不足、看護師不足の問題も覆い隠されてくる問題を指

摘。 

先進国のなかでも医師数、看護師数が少ない日本で、さらに深刻なことになると警告。国の

ガイドラインは、あくまで技術的助言です。改めて、各医療圏であるべき医療提供体制を医療

関係者はもちろん、県民的な議論で検討し、決めていく必要を訴えました。 

学習会の資料・動画がありますので、ご希望の方は県社保協まで、ご連絡ください。 
 


